
議案第４号

新潟都市計画地区計画の変更 （新潟市決定）

新潟都市計画地区計画を次のとおり変更する。

 「詳細は別添計画書及び計画図等のとおり」

変 更 理 由

Ｂ地区の一部を，低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサービス業

務施設とが共存する地区の形成を図るＢ－２地区に改め，建築物の用途の制限を変更す

るものである。

名  称 位  置 面  積 備  考

舟戸地区

地区計画

新潟市秋葉区

矢代田地内

約１５．９

ヘクタール

Ｂ地区(第一種住居地域の一部)をＢ１
地区とＢ２地区に区分し、Ｂ１地区は

従来どおり低層住宅の形成を基本と

する地区とし、Ｂ２地区を住宅と周辺

の住環境に配慮しながら最寄品販売

主体の住民生活に密着した商業施設

が立地する地区の形成を図るため、建

築物の用途制限を変更する。
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